
金額（円） 割合％ 金額（円） 割合％

1 国民健康保険税 ① 2,165,702,906円 18.4% 1 総務費 ① 150,141,304円 1.3%

2 県支出金 ② 8,141,423,702円 69.0% 2 保険給付費 ② 7,929,846,377円 68.3%

3 財産収入 ⑤ 721,768円 0.0% 3 国保事業費納付金 ③ 3,032,051,702円 26.1%

繰入金 (一般会計繰入金) ③ 789,776,006円 6.7% 4 共同事業拠出金 ① 0円 0.0%

繰入金 (運営基繰入金) ③ 360,000,000円 3.1% 5 保健事業費 ④ 186,523,332円 1.6%

5 繰越金 ④ 297,093,065円 2.5% 6 基金積立金 ⑤ 242,721,768円 2.1%

6 諸収入 ⑤ 35,932,098円 0.3% 7 公債費 ⑥ 0円 0.0%

7 国庫支出金 ⑤ 236,000円 0.0% 8 諸支出金 ⑥ 61,306,761円 0.6%

9 予備費 ⑥ 0円 0.0%

11,790,885,545円 100.0% 11,602,591,244円 100.0%

歳　　　入 歳　　　出

歳入合計額 歳出合計額

（歳入合計額－歳出合計額）　＝ 188,294,301円

令和５年度　国民健康保険事業特別会計　　歳入歳出決算の概要
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国民健康保険税①, 
21.66億円

県からの交付金②, 
81.41億円

繰入金③, 
11.50億
円

繰越金④, 
2.97億円 諸収入・他⑤, 

0.36億円
総務費やその他の支

出①, 1.50億円

市が支払う医療費

等②, 79.30億円

県に納付する国保事

業費③, 30.32億円

保健事業費④, 
1.87億円

基金積立金

⑤, 2.42億円 諸支出金・他

⑥, 0.61億円

歳　　　入 金額(億円) 割合％ 歳　　　出 金額(億円) 割合％

皆様からお預かりする税① 21.66億円 18.4% 総務費やその他の支出① 1.50億円 1.3%

県からの交付金② 81.41億円 69.0% 市が支払う医療費等② 79.30億円 68.3%

繰入金③ 11.50億円 9.8% 県に納付する国保事業費③ 30.32億円 26.1%

繰越金④ 2.97億円 2.5% 保健事業費④ 1.87億円 1.6%

諸収入・他⑤ 0.36億円 0.3% 基金積立金⑤ 2.42億円 2.1%

諸支出金・他⑥ 0.61億円 0.6%

令和５年度 117.90億円 100.0% 116.02億円 100.0%

※割合については決算と整合性を図るため円単位での割合としています。また、一部切上げ・切捨て表示しています。

【歳入: 117.9億円】 【歳出: 116.02億円】

議題（１）　資料　１



令和５年度 国民健康保険事業特別会計　歳入決算の概要

款 項 目 節 　歳入（説明） ５年度予算現額 ５年度決算額 執行率 ４年度決算額

1 国民健康保険税 2,181,608,000 2,165,702,906 99.3% 2,210,924,570 ▲ 2.05%

1 一般被保険者国民健康保険税 2,181,605,000 2,165,702,906 99.3% 2,210,924,570 ▲ 2.05%

1 医療給付費分現年課税分 1,432,375,000 1,413,159,109 98.7% 1,409,426,354 0.26% 現年度分

2 後期高齢者支援金分現年課税分 543,576,000 535,732,219 98.6% 574,140,909 ▲ 6.69% 現年度分

3 介護納付金分現年課税分 174,654,000 172,774,810 98.9% 177,331,439 ▲ 2.57% 現年度分

4 医療給付費分滞納繰越分 19,400,000 27,853,744 143.6% 31,426,872 ▲ 11.37%

5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,200,000 11,627,082 141.8% 13,216,627 ▲ 12.03%

6 介護納付金分滞納繰越分 3,400,000 4,555,942 134.0% 5,382,369 ▲ 15.35% 　

2 退職被保険者等国民健康保険税 3,000 0 ― 0 0.00%

1 医療給付費分滞納繰越分 1,000 0 ― 0 0.00%

2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,000 0 ― 0 0.00%

3 介護納付金分滞納繰越分 1,000 0 ― 0 0.00%

2 県支出金 9,287,914,000 8,141,423,702 87.7% 8,513,003,263 ▲ 4.36%

1 県補助金 9,287,913,000 8,141,423,702 87.7% 8,513,003,263 ▲ 4.36%

1 保険給付費等交付金　※(平30新設) 9,287,913,000 8,141,423,702 87.7% 8,513,003,263 ▲ 4.36%

1 普通交付金 9,122,178,000 7,945,271,702 87.1% 8,281,685,263 ▲ 4.06%

2 特別交付金 165,735,000 196,152,000 118.4% 231,318,000 ▲ 15.20%

①保険者努力支援分 41,109,000 41,109,000 100.0% 47,388,000 ▲ 13.25%

②特別調整交付金（市町村分） 2,900,000 7,810,000 269.3% 34,569,000 ▲ 77.41%

③県繰入金（2号） 71,847,000 102,331,000 142.4% 94,429,000 8.37%

④特定健康診査等負担金 32,668,000 26,404,000 80.8% 28,788,000 ▲ 8.28%

8,826,000 8,826,000 100.0% 10,174,000 ▲ 13.25%

8,385,000 7,277,000 86.8% 12,776,000 ▲ 43.04%

0 2,395,000 ― 3,194,000 ▲ 25.02%

2 財政安定化基金交付金 1,000 0 ― 0 0.0%

3 財産収入 790,000 721,768 91.4% 946,378 ▲ 23.73%

対前年比 内容説明

⑤特別調整交付金分（保険者努力支援分）

⑥保険者努力支援分（事業費・事業費連動分）

⑦特別調整交付金分（事業費・事業費連動分）

現
年
分

滞
繰
分

滞
繰
分

議題（１）　資料　２－１

※普通交付金
○歳出における保険給付費のうち、療養諸費、高額療養費及び移送費に対する交付金

○国民健康保険の財政運営が都道府県単位に移行したことに伴い、県から交付

○県から示される国民健康保険事業費納付金（歳出）を納めれば、普通交付金は満額保証される

【表 1】 現年度分調定額・徴収率等の状況

調定額 収入額 現年度分
県高順位

/40市
滞繰分 現滞計 1人当調定 世帯当調定

令５【決算】 2,177,073,800 2,121,666,138 97.45% 1位 24.17% 91.79% 1位 9位 91,836円 139,592円

令４【決算】 2,222,272,200 2,160,898,702 97.24% 1位 26.60% 91.73% 1位 7位 88,717円 137,152円

令３【決算】 2,168,243,100 2,111,967,300 97.40% 1位 25.82% 90.44% 3位 11位 83,477円 131,051円

令２【決算】 2,195,337,000 2,136,129,007 97.30% 1位 26.75% 88.87% 4位 13位 83,859円 132,962円

令元【決算】 2,240,712,400 2,163,098,694 96.54% 1位 27.19% 86.05% 3位 13位 83,997円 134,780円

※還付未済額を考慮しない徴収率：県順位は収税対策課より

現年度分調定額と収入額 徴収率 /(3-2ﾍﾞｰｽ)

県高順位

※特別交付金
①保険者努力支援制度・・・医療費適正化、予防・健康づくり等の取組状況に応じて支援

②特別調整交付金・・・画一的な測定方法によって措置できない、特別の事情(災害等)を考慮して交付
③県繰入金・・・県が定める交付メニュー(医療費適正化、健康づくり、徴収対策等)に応じて交付

【表 ２】 保険者努力支援分の状況

被保数 (国)市町村分 1人当たり 得点順位 (県)納付金控除 1人当たり 得点順位 交付額順位

令５【確定】 25,571人 49,935,000円 1,953円 25位/63 84,964,989円 3,323円 6位/63 14位/63

令４【確定】 26,357人 57,562,000円 2,184円 6位/63 98,115,652円 3,723円 11位/63 15位/63

令３【確定】 26,338人 57,922,000円 2,199円 7位/63 60,559,929円 2,299円 21位/63 15位/63

令２【確定】 27,134人 56,453,000円 2,081円 6位/63 56,985,527円 2,100円 34位/63 18位/63

令元【確定】 28,439人 58,913,000円 2,072円 2位/63 77,694,085円 2,732円 6位/63 12位/63
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款 項 目 節 　歳入（説明） ５年度予算現額 ５年度決算額 執行率 ４年度決算額 対前年比 内容説明

4 繰入金 1,150,030,000 1,149,776,006 100.0% 1,187,986,136 ▲ 3.22%

1 他会計繰入金 790,030,000 789,776,006 100.0% 755,986,136 4.47%

1 一般会計繰入金 790,030,000 789,776,006 100.0% 755,986,136 4.47%

1 保険基盤安定繰入金 482,608,000 482,607,454 100.0% 423,566,762 13.94%

① 保険税軽減分 291,829,000 291,828,800 100.0% 243,052,500 20.07% ○ 低所得者に対する保険税均等割の７割５割２割軽減について、軽減分を繰入。（県3/４、市1/4）

② 保険者支援分 190,779,000 190,778,654 100.0% 180,514,262 5.69% ○ 保険税軽減対象者となる低所得者数に応じて、平均保険税の一定割合を支援　（国1/２、県1/４、市1/4）

2 未就学児均等割軽減分　※(令４新設) 4,719,000 4,718,762 100.0% 4,681,388 0.80% ○ 未就学児に係る均等割額を１/２に軽減したことによる保険税の減額分を一般会計から繰入

3 職員給与費等繰入金 162,622,000 162,622,000 100.0% 180,965,604 ▲ 10.14% ○ 国保会計で支出している職員の給与や事務費相当分について繰入

4 出産育児一時金等繰入金 20,000,000 20,000,000 100.0% 16,800,000 19.05% ○ 基準額５０万円の３分の２が一般会計から繰入

5 財政安定化支援事業繰入金 44,973,000 44,735,132 99.5% 44,972,382 ▲ 0.53% ○ 低所得者が多い、医療費が高いなど保険者の責めに帰することの出来ない事情に着目し繰入

6 その他一般会計繰入金 75,000,000 75,000,000 100.0% 85,000,000 ▲ 11.76% （本市の場合は、年齢構成による給付費の増加が理由

7 産前産後保険税繰入金　※(令５新設) 108,000 92,658 85.8% ― 皆増

2 基金繰入金 (1目:運営基金繰入金) 360,000,000 360,000,000 100.0% 432,000,000 ▲ 16.67%

5 繰越金 297,093,000 297,093,065 100.0% 362,719,057 ▲ 18.09%

1 前年度繰越金 295,978,000 295,978,065 100.0% 362,719,057 ▲ 18.40%

※ 前年度繰越金《繰越明許》 1,115,000 1,115,000 100.0% ― 皆増

6 諸収入 14,942,000 35,932,098 240.5% 29,487,640 21.85%

1 延滞金、加算金及び過料 10,004,000 20,418,298 204.1% 25,215,738 ▲ 19.03%

2 預金利子 1,000 0 ― 0 0.0%

3 雑入 4,937,000 15,513,800 314.2% 4,271,902 263.16%

1 滞納処分費 1,000 0 ― 0 0.0%

2･3 一般被保険者第三者納付金 4,234,000 4,725,768 111.6% 3,378,953 39.86%

4･5 2,000 10,423,942 521197.1% 445,709 2,238.73%

6 雑入 700,000 364,090 52.0% 447,240 ▲ 18.59%

① 健康診査等一部負担金 700,000 364,000 52.0% 438,600 ▲ 17.01%

② 特定健診過年度返還金 0 90 ― ― 皆増

・ 公務災害補償基金還付金 ― 0 ― 8,640 皆減

7 国庫支出金 215,000 236,000 109.8% 188,000 25.53%

1 国庫補助金 215,000 236,000 109.8% 188,000 25.53%

1 215,000 133,000 61.9% 0 皆増

2 0 103,000 ― 188,000 ▲ 45.21%

12,932,592,000 11,790,885,545 91.2% 12,305,255,044 ▲ 4.18%

歳入合計額－歳出合計額 令和５年度⇒ 188,294,301 297,093,065

一般被保険者返納金 (無資格・一部負担変更)

出産育児一時金臨時交付金

社会保障・税番号制度システム整備費補助金

歳入総額

令和４年度⇒

※一般(退職)被保険者第三者納付金　　
⇒　　交通事故等、第三者行為が原因の保険給付を加害者に求償

※一般(退職)被保険者返納金 　　
⇒　　社保加入、転出等、被保険者資格を喪失した状態で 国保を利用した場合等の返納金

※社会保障・税番号制度システム整備費補助金

⇒マイナンバーカードの普及及び保険証利用を啓発するための パンフレットを作成。
    保険証送付時に同封。

【表 ３】 国保運営基金の状況

前年度比

令６
【補正後見込】 141,303,938円 △169,501,000 

令５【決算】 310,804,938円 △117,278,232 

令４【決算】 428,083,170円 △151,053,622 

令３【決算】 579,136,792円 △208,174,594 

令２【決算】 787,311,386円 14,795,863

令元【決算】 772,515,523円 772,515,523

年度末基金保有額
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令和５年度 国民健康保険事業特別会計　　歳出決算の概要

款 項 目 節 歳出（説明） ５年度予算現額 ５年度決算額 執行率 ４年度決算額

1 総務費 161,433,000 150,141,304 93.0% 188,855,431 ▲ 20.50%

 1　総務管理費 153,465,000 143,602,449 93.6% 182,851,674 ▲ 21.47%

1 一般管理費 152,085,000 142,269,949 93.5% 181,478,574 ▲ 21.61% ☆ 【一般管理費】　　職員人件費、国保事業を行うための庶務的経費です。

① (国保従事職員人件費) (110,572,000) (107,424,258) 97.2% (120,078,170) ▲ 10.54%

② 国保特別会計庶務事業 41,513,000 34,845,691 83.9% 61,400,404 ▲ 43.25% ○ 国民健康保険事業特別会計庶務事業 ・・・ 会計年度任用職員報酬、郵券料、システム関係費用等

2 国民健康保険連合会負担金 1,380,000 1,332,500 96.6% 1,373,100 ▲ 2.96% ○ 国民健康保険連合会負担金 ・・・ 市町村割(＠70,000円)+被保険者数割(＠50円前年1～12月平均)

2 徴税費 5,567,000 4,786,788 86.0% 4,453,017 7.50% ○ 賦課徴収事業　・・・　納付書印刷、郵券料等

3 運営協議会費 731,000 414,750 56.7% 329,500 25.87% ○ 国民健康保険運営協議会事業　・・・　運営協議会に係る経費（委員報酬等）

4 趣旨普及費 1,670,000 1,337,317 80.1% 1,221,240 9.50% ○ 趣旨普及事業　・・・　国保だより、パンフレット等を作成する経費

2 保険給付費 9,163,476,000 7,929,846,377 86.5% 8,285,571,146 ▲ 4.29% ☆ 【保険給付費】　　医療費の支払いに充てる費用です。

1 療養諸費 7,982,543,000 6,913,740,398 86.6% 7,235,561,367 ▲ 4.45%

1 療養給付費 7,896,987,000 6,831,370,293 86.5% 7,153,053,352 ▲ 4.50% ○ 療養給付費事業　・・・　医療機関等で、保険証を提示して受診した医療費の保険者負担分

2 療養費 65,014,000 65,013,045 100.0% 64,630,735 0.59% ○ 療養費事業　・・・　保険証の提示をしないなど、全額自己負担で支払った費用のうち自己負担分を支給

3 審査支払手数料 20,542,000 17,357,060 84.5% 17,877,280 ▲ 2.91% ○ 審査支払手数料事業　・・・　埼玉県国保連合会が行う医療機関からの請求に対する費用決済や請求内容の審査等に係る費用

2 高額療養費　 1,140,850,000 992,577,549 87.0% 1,020,658,550 ▲ 2.75%

1 高額療養費 1,139,070,000 990,797,995 87.0% 1,018,996,750 ▲ 2.77% ○ 高額療養費事業　・・・　同一月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を支給

2 高額介護合算療養費 1,780,000 1,779,554 100.0% 1,661,800 7.09% ○ 高額介護合算療養費事業　・・・　国保と介護保険の自己負担の年額を合算し限度額を超えた場合に支給

3 移送費　（一般・退職） 50,000 0 ― 39,220 皆減 ○ 移送費事業

4 出産育児諸費 29,613,000 14,108,895 47.6% 18,054,030 ▲ 21.85% ○ 出産育児一時金支給事業　・・・　資料集【表４】

5 葬祭諸費 9,400,000 9,400,000 100.0% 9,850,000 ▲ 4.57% ○ 葬祭費支給事業　・・・　資料集【表４】

6 傷病手当金　(令2新設) 1,020,000 19,535 1.9% 1,407,979 ▲ 98.61% ○ 傷病手当金支給事業　・・・　令和５年５月〇日以前に罹患した新型コロナウイルス感染症による休業が対象

3 国民健康保険事業費納付金　(平30新設) 3,032,053,000 3,032,051,702 100.0% 2,990,588,256 1.39% ☆ 【国民健康保険事業費納付金】

1 医療給付分 2,003,856,000 2,003,855,233 100.0% 1,998,512,900 0.27%

1 一般被保険者医療給付費分 2,003,856,000 2,003,855,233 100.0% 1,998,392,900 0.27% ○ 一般被保険者医療給付費事業

2 後期高齢者支援金等分 789,318,000 789,317,795 100.0% 732,286,709 7.79%

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分789,318,000 789,317,795 100.0% 732,246,709 7.79% ○ 一般被保険者後期高齢者支援金事業

3 介護納付金分 238,879,000 238,878,674 100.0% 259,788,647 ▲ 8.05% ○ 介護納付金事業

* 共同事業拠出金 0 0 ― 283 皆減

* 共同事業拠出金 0 0 ― 283 皆減

* 共同事業事務費拠出金 ― ― #VALUE! 283 #VALUE! ○ 共同事業事務費拠出金事業　・・・　令和５年度より国保特別会計庶務事業にて計上（廃款）

対前年比 事業名称及び説明と主な内容

埼玉県に収める「納付金」の支払
いに充てる費用です。

議題（１）　資料　２－２

【表 ４】 納付金の状況

一般被保 １人当たり

22,741人 133,083

24,035人 126,152

25,104人 119,128

25,310人 115,855

参考:一般被保

納付金 算定額(医,支,介) 激変緩和(国+県) 納付金額

令６【見込】 3,026,442,225 0 3,026,442,225

令５【決算】 3,097,173,722 -65,122,020 3,032,051,702

令４【決算】 3,120,757,889 -130,169,633 2,990,588,256

令３【決算】 2,990,748,256 -58,446,857 2,932,301,399
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款 項 目 節 歳出（説明） ５年度予算現額 ５年度決算額 執行率 ４年度決算額 対前年比 事業名称及び説明と主な内容

4 保健事業費 244,338,000 186,523,332 76.3% 199,818,529 ▲ 6.65%

1 保健事業費 114,812,000 93,309,619 81.3% 92,771,881 0.58% ○ 保健衛生普及事業　・・・　がん検診等の委託料、人間・脳ﾄﾞｯｸ、保養施設利用助成

　8旅費　10需用費　11役務費 7,370,000 6,351,891 86.2% 5,783,990 9.82%

12 委託料 58,847,000 47,817,076 81.3% 50,321,603 ▲ 4.98%

①がん検診委託料 57,000,000 45,970,957 80.7% 48,251,909 ▲ 4.73% 資料集【表５】

② 1,847,000 1,846,119 100.0% 2,069,694 ▲ 10.80%

18 負担金,補助及び交付金 48,591,000 39,137,352 80.5% 36,666,288 6.74%

① 6,051,000 5,563,652 91.9% 4,032,888 37.96% 資料集【表８】

②人間ドック検診奨励助成金 35,100,000 29,435,200 83.9% 28,578,600 3.00% 資料集【表４】

③保養施設利用者助成金 2,400,000 531,000 22.1% 531,000 0.00% 資料集【表４】

④脳ドック検診奨励助成金 5,040,000 3,607,500 71.6% 3,523,800 2.38% 資料集【表４】

21 賠償金 4,000 3,300 82.5% ― 皆増

① 4,000 3,300 82.5% ― 皆増

2 特定健康診査等事業費 129,526,000 93,213,713 72.0% 107,046,648 ▲ 12.92% ○ 特定健康診査等事業　・・・　特定健診等に係る診査委託料等　・・・　資料集【表６・７】

7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 6,325,000 4,467,133 70.6% 5,921,053 ▲ 24.56%

12 委託料 123,097,000 88,643,544 72.0% 101,055,829 ▲ 12.28%

①特定健康診査委託料 110,077,000 83,751,756 76.1% 93,790,292 ▲ 10.70%

②特定保健指導等委託料 10,503,000 2,935,680 28.0% 4,723,900 ▲ 37.85%

③特定健診等事務委託料 1,585,000 1,303,324 82.2% 1,418,900 ▲ 8.15%

④特定健康診査データ分析業務委託料 342,000 341,308 99.8% 692,879 ▲ 50.74%

⑤ 590,000 311,476 52.8% 429,858 ▲ 27.54%

13使用料 18負担金,補助及び交付金 104,000 103,036 99.1% 69,766 47.69%

5 基金積立金　(運営基金積立金) 242,790,000 242,721,768 100.0% 280,946,378 ▲ 13.61% ○ 運営基金積立金事業　・・・　前年度繰越金等を国民健康保険運営基金条例に基づき積立

6 公債費　(利子) 1,125,000 0 ― 0 0.00% ○ 一時借入金利子　・・・　国保財政に不足が生じた場合に、金融機関より一時借入した場合の利子

7 諸支出金 69,700,000 61,306,761 88.0% 62,381,956 ▲ 1.72%

1 償還金及び還付加算金 69,699,000 61,306,761 88.0% 62,381,956 ▲ 1.72%

1･2 保険税還付金(一般･退職) 20,001,000 11,609,301 58.0% 15,373,300 ▲ 24.48% ○ 一般(退職)被保険者保険税還付金　・・・　資格喪失や転出に伴う国保税等の還付金

3  償還金 49,698,000 49,697,460 100.0% 47,008,656 5.72% ○ 国県支出金等返還金 　・・・　負担金､補助金等の精算に係る返還金

2 延滞金 1,000 0 ― 0 0.00%

8 予備費 17,677,000 0 ― 0 0.00%

12,932,592,000 11,602,591,244 89.7% 12,008,161,979 ▲ 3.38%

医療費適正化データ分析業務委託料

糖尿病性腎症重症化予防対策事業負担金

賠償金

特定健診受診券封入封かん業務委託料

歳出総額

※人間ドックと脳ドック

①簡易１日人間ドック

・・・市内１９医療機関で受診可能。　自己負担額：１１，７００円　　対象年齢：３０歳以上
　　 検査項目：問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、胸部エックス線検査、
　　 　　　　　　  胃部内視鏡またはエックス線検査、腹部超音波検査、便潜血反応検査、総合判定

②一般人間ドック

・・・オプション検査を除いた費用の７割を助成。　上限額：２７，０００円　　対象年齢：３０歳以上

　　 検査項目：簡易１日人間ドックに準じる

③脳ドック

・・・オプション検査を除いた費用の７割を助成。　　上限額：２８，０００円　　対象年齢：３５歳以上

　　 必須検査項目：磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ）、磁気共鳴血管撮影（ＭＲＡ）

※特定健康診査と特定保健指導

①特定健康診査（特定健診）

・・・生活習慣病の予防のために、対象者（40～74歳）の方にメタボリックシンドロームに着目した
　　 健診を行います。

②特定保健指導

・・・生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待
      できる方に　　 対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直すサポート
      （支援）をします。
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議題（１）　資料　３

令和５年度　　国民健康保険事業特別会計　歳入歳出決算の概要　　資料集

資料集【表 １－１】 国保の加入状況

世帯数 （対前年） 被保険者数 （対前年） 前期高齢者 前高割合

令５年度末 15,285世帯 (△434) 22,837人 (△1,270) 11,617人 50.87%

令４年度末 15,719世帯 (△540) 24,107人 (△1,223) 12,455人 51.67%

令３年度末 16,259世帯 (△222) 25,330人 (△638) 13,358人 52.74%

令２年度末 16,481世帯 (184) 25,968人 (29) 13,692人 52.73%

令元年度末 16,297世帯 (△390) 25,939人 (△1,042) 13,515人 52.10%

資料集【表 １－２】 国保の加入状況（市人口との比較）

世帯数 人口 前期高齢者 後期高齢者 被保険者 前期高齢者

令５年度末 53,090世帯 117,579人 16,787人 19,475人 19.42% 69.20%

令４年度末 52,319世帯 117,661人 17,312人 18,490人 20.49% 71.94%

令３年度末 51,577世帯 117,578人 18,373人 17,415人 21.54% 72.70%

令２年度末 51,065世帯 117,895人 18,791人 16,561人 22.03% 72.86%

令元年度末 50,427世帯 118,170人 18,503人 16,264人 21.95% 73.04%

市人口（年度末） 国保加入割合

資料集【表 ２ー１】 国保被保険者　一人当たり医療費 ＊被保険者数は3-2ベースの年間

件数

23,706 393,534 (3,777) 441,296

25,049 389,758 (15,452) 455,625

25,974 374,305 (35,029) 462,434

26,178 339,276 (△21,260) 438,175

26,676 360,536 (△5,439) 491,325

療養諸費費用額負担区分

費用額・10割（円） 保険者負担分（円）

令５年度 9,329,117,772 6,884,333,443

令４年度 9,763,035,913 7,212,752,261

令３年度 9,722,209,156 7,178,554,368

令２年度 8,881,567,501 6,533,631,703

令元年度 9,617,665,439 7,066,363,379

被保険者数
（人）＊

一人当たり
医療費（円）

（対前年）
(円）

資料集【表 ２－２】 前期高齢者　一人当たり医療費 ＊被保険者数は3-2ベースの年間

件数

12,179 509,234 (3,145) 289,373

13,053 506,089 (26,549) 304,476

13,693 479,540 (52,697) 302,128

13,675 426,843 (△35,960) 296,564

13,685 462,803 (1,766) 326,767

療養諸費費用額負担区分

費用額・10割（円） 保険者負担分（円）

令５年度 6,201,960,806 4,696,949,040

令４年度 6,605,974,889 5,004,514,888

令３年度 6,566,342,760 4,972,476,522

令２年度 5,837,077,876 4,405,560,994

令元年度 6,333,458,218 4,768,176,545

前期高齢者数
（人）＊

一人当たり
医療費（円）

（対前年）
(円）
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議題（１）　資料　３

資料集【表 ３－１】 国保被保険者　高額療養費の状況

件数

19,893

19,184

19,193

17,363

18,709

高額療養費（円） 一件当たりの額 （対前年）

令５年度 988,914,029 49,712 (△3,390)

令４年度 1,018,710,705 53,102 (1,485)

令３年度 990,682,369 51,617 (△87)

令２年度 897,738,954 51,704 (972)

令元年度 949,142,465 50,732 (56)

資料集【表 ３－２】 前期高齢者　高額療養費の状況

件数

15,311

15,450

15,366

13,608

14,339

高額療養費（円） 一件当たりの額 （対前年）

令５年度 641,357,410 41,889 (△2,120)

令４年度 679,930,148 44,008 (3,189)

令３年度 627,235,337 40,820 (269)

令２年度 551,811,117 40,550 (△288)

令元年度 585,582,337 40,838 (644)

資料集【表 ４】 その他給付の状況（出産育児一時金・葬祭費・人間ドック・脳ドック・保養所）

出産 再掲

42(50)万円 （市外） 3,000円 大人 子供

32件 (503) 177件 (177) (0)

43件 (481) 179件 (175) (4)

51件 (468) 172件 (170) (2)

43件 (376) 185件 (183) (2)

57件 (537) 674件 (668) (6)

葬祭 ①人間ドック ②脳ドック ③保養所　（子供1,500円）

5万円 上限27千円 上限28千円

令５【決算】 188件 1,111件 177件

令４【決算】 197件 1,079件 176件

令３【決算】 170件 1,017件 151件

令２【決算】 170件 910件 99件

令元【決算】 160件 1,231件 136件

資料集【表 ３－３】 高額上位（１カ月医療費）

年齢 性別

①

②

③

④

⑤

令５（３～２月） 傷病名 参考：令４（３～２月）

集計中 8,837,100円

7,851,350円

7,075,030円

6,940,680円

6,577,150円

2



議題（１）　資料　３

資料集【表 ５－１】 がん検診の状況

　令５年度

がん検診の種類

乳がん 1,000円 2,179人 797件 36.58%

子宮がん（頸部） 600円 1,207人 288件 23.86%

子宮がん（頸部＋体部） 1,100円 1,940人 613件 31.60%

大腸がん 300円 10,285人 4,712件 45.81%

前立腺がん 1,000円 4,403人 2,030件 46.10%

肺がん 100円 1,477人 735件 49.76% 73,500円

胃がん 500円 966人 480件 49.69% 240,000円

乳がん 500円 577人 248件 42.98% 124,000円

23,034人 9,903件 42.99% 437,500円

自己負担額
全受診者数
（市民）

うち国保
被保険者

国保割合
国保分

一部負担金

個別

自己負担
は、医療
機関窓口
で支払い

集団

資料集【表 ５－２】 がん検診の状況（国保被保険者）

個別

乳がん
子宮がん

（頸部）

子宮がん

（頸部＋体部） 大腸がん 前立腺がん のべ人数 （対前年）

令５年度 797人 288人 613人 4,712人 2,030人 8,440人 △897人

令４年度 734人 341人 566人 5,390人 2,306人 9,337人 △444人

令３年度 818人 294人 650人 5,687人 2,332人 9,781人 588人

令２年度 652人 301人 501人 5,462人 2,277人 9,193人 △1,711人

令元年度 837人 306人 600人 6,495人 2,666人 10,904人 △560人

集団

肺がん 胃がん 乳がん のべ人数 （対前年）

令５年度 735人 480人 248人 1,463人 △51人 9,903人 △948人

令４年度 796人 524人 194人 1,514人 △146人 10,851人 △590人

令３年度 857人 551人 252人 1,660人 104人 11,441人 692人

令２年度 831人 553人 172人 1,556人 △519人 10,749人 △2,230人

令元年度 1,046人 716人 313人 2,075人 △234人 12,979人 △794人

のべ年度計
（個＋集）

（対前年）
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議題（１）　資料　３

資料集【表 ７】 特定保健指導の状況

実施年度ごとの実績 法定報告（翌年11月確定）

区分 階層化
利用券

発行
完了者 実施率 対象者 修了者 実施率

動機付 481人 437人 － #VALUE! － － #VALUE!

積極的 99人 97人 － #VALUE! － － #VALUE!

計 580人 534人 0人 0.0％ 0人 0人 #DIV/0!

動機付 585人 541人 93人 17.2％ 649人 104人 16.0％

積極的 131人 129人 16人 12.4％ 137人 16人 11.7％

計 716人 670人 109人 16.3％ 786人 120人 15.3％

動機付 679人 580人 110人 19.0％ 715人 77人 10.8％

積極的 116人 110人 18人 16.4％ 125人 13人 10.4％

計 795人 690人 128人 18.6％ 840人 90人 10.7％

動機付 588人 575人 102人 17.7％ 628人 63人 10.0％

積極的 127人 126人 9人 7.1％ 126人 3人 2.4％

計 715人 701人 111人 15.8％ 754人 66人 8.8％

動機付 704人 596人 152人 25.5％ 776人 149人 19.2％

積極的 136人 106人 18人 17.0％ 146人 13人 8.9％

計 840人 702人 170人 0.24％ 922人 162人 17.6％

令５年度

令４年度

令３年度

令２年度

令元年度

資料集【表 ６】 特定健康診査の状況

実施年度ごとの実績 （対前年度）

受診券交付数 受診者数 受診率 健診単価 受診券交付数 受診者数

令６当初発送 18,366人 － #VALUE! 12,012円 令６当初発送 △1,135人 #VALUE!

令５年度 19,501人 6,812人 34.9％ 12,012円 令５年度 △1,113人 △940人

令４年度 20,614人 7,752人 37.6％ 11,990円 令４年度 △587人 △1,188人

令３年度 21,201人 8,940人 42.2％ 11,990円 令３年度 583人 743人

令２年度 20,618人 8,197人 39.8％ 11,935円 令２年度 △744人 △1,599人

令元年度 21,362人 9,796人 45.9％ 11,858円 令元年度 △926人 △455人

（うち人間ドック分）法定報告（翌年11月確定）

分母 分子 受診率 順位（40市） 件数

令５年度 － － #VALUE! － 令５年度 －

令４年度 17,826人 7,943人 44.6% 5位 令４年度 869件

令３年度 21,201人 8,940人 42.2% 7位 令３年度 785件

令２年度 20,618人 8,197人 39.8% 11位 令２年度 823件

令元年度 21,362人 9,796人 45.9% 5位 令元年度 1,037件
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議題（１）　資料　３

資料集【表 ８】 糖尿病性腎症重症化予防事業の状況

令５年度

令４年度

令３年度

令２年度

令元年度

候補者 該当者 参加者 完了者

555人 276人 29人 26人

545人 279人 18人 10人

577人 246人 17人 14人

764人 383人 32人 27人

743人 353人 31人 29人

資料集【表 ９－１】 年齢別受診状況

区分 30～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 小計

特定健診 ― 132件 195件 244件 303件 652件 1,817件 3,469件 6,812件

人間ドック 15件 15件 31件 36件 39件 141件 353件 481件 1,111件

4/1被保 1,662件 1,061件 1,244件 1,316件 1,311件 2,261件 4,957件 7,722件 21,534件

特定健診 ― 163件 234件 294件 352件 768件 1,997件 3,944件 7,752件

人間ドック 14件 18件 31件 37件 48件 115件 389件 427件 1,079件

4/1被保 1,727件 1,081件 1,319件 1,286件 1,313件 2,452件 5,358件 8,231件 22,767件

特定健診 ― 147件 259件 287件 338件 770件 2,047件 4,235件 8,083件

人間ドック 6件 17件 20件 24件 35件 97件 329件 379件 907件

4/1被保 1,828件 1,114件 1,337件 1,259件 1,329件 2,512件 5,604件 8,341件 23,324件

令５年度

令４年度

令３年度

資料集【表 ９－２】 受診者小計に対する割合

区分 30～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 小計

特定健診 ― 1.9% 2.9% 3.6% 4.4% 9.6% 26.7% 50.9% 6,812件

人間ドック 1.4% 1.4% 2.8% 3.2% 3.5% 12.7% 31.8% 43.3% 1,111件

特定健診 ― 2.1% 3.0% 3.8% 4.5% 9.9% 25.8% 50.9% 7,752件

人間ドック 1.3% 1.7% 2.9% 3.4% 4.4% 10.7% 36.1% 39.6% 1,079件

特定健診 ― 1.8% 3.2% 3.6% 4.2% 9.5% 25.3% 52.4% 8,083件

人間ドック 0.7% 1.9% 2.2% 2.6% 3.9% 10.7% 36.3% 41.8% 907件

令５年度

令４年度

令３年度

資料集【表 ９－３】 年齢別4/1被保数小計に対する割合

区分 30～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

特定健診 ― 12.4% 15.7% 18.5% 23.1% 28.8% 36.7% 44.9%

人間ドック 0.9% 1.4% 2.5% 2.7% 3.0% 6.2% 7.1% 6.2%

4/1被保 1,662件 1,061件 1,244件 1,316件 1,311件 2,261件 4,957件 7,722件

特定健診 ― 15.1% 17.7% 22.9% 26.8% 31.3% 37.3% 47.9%

人間ドック 0.8% 1.7% 2.4% 2.9% 3.7% 4.7% 7.3% 5.2%

4/1被保 1,727件 1,081件 1,319件 1,286件 1,313件 2,452件 5,358件 8,231件

特定健診 ― 13.2% 19.4% 22.8% 25.4% 30.7% 36.5% 50.8%

人間ドック 0.3% 1.5% 1.5% 1.9% 2.6% 3.9% 5.9% 4.5%

4/1被保 1,828件 1,114件 1,337件 1,259件 1,329件 2,512件 5,604件 8,341件

令５年度

令４年度

令３年度
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議題（２）資料

令和６年度課税限度額及び軽減判定基準の改正に係る専決処分について

◆課税限度額の見直し

【影響世帯数（R5.12月時点）】
・支援分課税限度額超過世帯数 改正前 238世帯→改正後 209世帯（△29世帯）
・保険税影響額 ＋4,470,300円

◆低所得者に係る軽減判定所得の見直し

※被保険者数には同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む

【影響世帯数及び人数（R5.12月時点）】
・5割軽減対象
改正前 2,108世帯（3,539人）→改正後 2,152世帯（3,615人）（＋44世帯（＋76人））
・2割軽減対象
改正前 1,936世帯（3,288人）→改正後 1,957世帯（3,310人）（＋21世帯（＋22人））
・保険税影響額 △1,966,000円（減収額は保険基盤安定繰入金により全額補填されます（負担割
合：県 3/4、市 1/4））

課 税 限 度 額

改正前 改正後

医療分 ６５万円 ６５万円

支援分 ２２万円 ２４万円

介護分 １７万円 １７万円

合 計 １０４万円 １０６万円

軽減の割合
基 準 額

改正前 改正後

７割軽減
43万円＋10万円×（給与所得者等
の数－1）

（変更なし）

５割軽減
43万円＋29 万円×被保険者数＋10
万円×（給与所得者等数－1）

43万円＋29.5 万円×被保険者数＋
10万円×（給与所得者等数－1）

２割軽減
43万円＋53.5 万円×被保険者数＋
10万円×（給与所得者等数－1）

43万円＋54.5 万円×被保険者数＋
10万円×（給与所得者等数－1）



議題（３）資料

被保険者証廃止に伴う鴻巣市国民健康保険条例の改正について

【改正理由】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う改正

【主な内容】 令和６年１２月２日から被保険者証が廃止されることから、被保険者証の返還を求

められてこれに応じない者に対し過料を科す規定を削除するもの

【施行日】 令和６年１２月２日

※改正内容

①罰則規定から「被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を削除する。

②引用している国民健康保険法においても「被保険者証」の文言を削除する等の改正を行ったことか

ら、引用の条ずれが起きないよう修正する。

【参考】国民健康保険法 第9条（届出等）

第1項

資格の取得及び喪失に関する事項その他についての届け出義務の規定

第3項及び第4項 ⇒ 改正により廃止

保険料を滞納している者に対し、被保険者証の返還を求める規定

第9項 ⇒ 改正により第5項に繰り上げ

資格を喪失したときの、速やかな届け出義務の規定

※改正前の第9項では被保険者証の返還義務もあり。

現行 改正案

（罰則）

第13条 世帯主が法第 9条第 1項若しくは第 9項
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を

した場合又は同条第 3項若しくは第 4項の規定に
より被保険者証の返還を求められてこれに応じな

い場合においては、その者に対し、10万円以下の
過料に処する。ただし、特別の理由のある者は除

く。

（罰則）

第 13条 世帯主が法第 9条第 1項若しくは第 5項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした

場合においては、その者に対し、10万円以下の過
料に処する。ただし、特別の理由のある者は除く。


